
◆4 番（平野利和君） 皆さん、おはようございます。公明党の平野利和です。議長のお許

しをいただきましたので、通告順に質問をさせていただきます。 

 まず最初に、環境施策についてであります。 

 今年になって大気汚染、ＰＭ2.5 が話題となっております。そもそもＰＭ2.5 とは、どの

ように発生して、どのように我々が生活していく中で影響があるのか、雲仙市の見解をお尋

ねいたします。 

 3 月 9 日、公明党の秋野公造環境政務官が、中村長崎県知事にＰＭ2.5 監視強化を要請し

た旨の新聞記事が掲載されておりましたが、雲仙市は市民の皆様の不安を払拭することを

どのように考えてあるのか。新聞、テレビ等で基準値がオーバーしました。熊本県は、注意

喚起情報が発令されましたとか、盛んに報道しておりますが、雲仙市に住んでいる我々住民

は大丈夫なのか。「熊本県は隣の県よね、外に出てよかとやろか」と不安を持っております。

特に、幼児、子どもを持つお母さん方が最も心配をされていると考えます。 

 市民の皆様への情報提供はどのように考えているのか、お尋ねいたします。 

 後の質問、庁舎建設について、田代原キャンプ場について、職員配置について、空き家対

策については、自席にて質問させていただきます。明快な答弁をお願いいたします。 

○議長（井上武久君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） おはようございます。平野利和議員の御質問にお答えいたします。 

 ＰＭ2.5 に対する国の対策として、まず、雲仙市の現状といたしましては、長崎県が平成

25 年 3 月 15 日に発表しましたＰＭ2.5 の注意換気等に係る対応方針に基づき対応しており

ます。 

 具体的な内容としまして、長崎県におきましては、長崎市、佐世保市、諫早市に設置され

た測定局の早朝午前 5 時から 7 時までの 3 時間を判定対象とし、その 3 時間の平均値が 1

ｍ３当たり 85ug を超過した場合は、日平均値が 1ｍ３当たり 70ug を超過する可能性があ

ると判断し、県は注意喚起を行います。 

 同時に、市町へも連絡され、市は市民の皆様へ防災無線により注意喚起を行うようにして

おります。 

 なお、残余につきましては、担当より答弁させていただきます。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） おはようございます。ＰＭ2.5 の原因と影響についての御

質問でございますが、ＰＭ2.5 とは、大気中に浮遊している粒子状物質のうち、粒径が 2.5ug

より小さい物をいいます。 

 人為起源の物と自然起源ものとがあり、人為起源は工場のばい煙の発生装置や自動車か

ら発生する物であり、自然起源の物としては火山灰や黄砂などでございます。 

 影響はということでございましたが、人体へ及ぼす影響としましては、ＰＭ2.5 は粒子の

大きさが非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患へ

の影響の他、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されると言われております。 



 なお、注意喚起時の対応としましては、その吸入を減らすために、屋外での激しい運動や

長時間の運動を減らす必要があること、また、呼吸器系や循環器系の疾患がある方、お子様、

高齢者の方は体調の変化に注意していただく必要がございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 先程答弁いただいた分で、テレビ等で中国からの黄砂あたりで出て

きます。熊本県、荒尾市とか大牟田市とか、注意喚起が出てるのですが、中国からの飛来物

であれば、長崎県を越えて熊本県のほうに行くと思うのです。なぜ、熊本県、福岡県、大牟

田市あたりが出て、長崎県に注意喚起情報が出ないのですか。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 先程市長が申しましたように、国の指針に基づき長崎県が

方針を決めておるわけですが、この出し方というのが 5 時から 7 時までの 3 時間の平均が

85ug を超えるということで、その日の平均が 70ug を超えると予測するわけでございます。

それに基づき注意喚起をするわけでございます。中国の物も当然ございますし、測定局によ

っては自動車の排気ガスなんかの影響を受ける部分もあろうかと思います。 

 長崎県の立地と熊本県の立地の関係で数値がどういうふうに違うかというのにつきまし

ては、ちょっとお答えをすることができませんが、長崎県の基準に基づきまして注意喚起を

する場合はそのような方法でされている関係があろうかと思います。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 私が今回お尋ねしたいのは、市民がそういう疑問を持っていらっし

ゃるのです。どういう時に外に出て、どういう時に外に出たらだめなのか。隣の熊本県は出

てるのに、長崎県は安全なのかということを皆さんが心配されてるわけです。だから、その

時の注意喚起、情報というのがどうやって、今、5 時、7 時とおっしゃることは、私もそれ

は県に行って調べてきました。そういうのを教えてもらいました。ただ、そういう方法で雲

仙市民、長崎県の皆さんの健康が大丈夫なのかということを市民が心配されてるので、そう

いうことをどうお考えですかというところです。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 長崎県につきましては、先程申しましたように、3 時間の

平均が 85ug って申しました。1 日の平均を、一番最寄りの測定局が諫早市にございますが、

諫早市の最高値でも、これは議員おっしゃるとおり偏西風の関係だと思うのですが、5 月ご

ろが高くなります。その数値が、諫早局で申しますと 1 日の平均で 57ug 程度でした。あと、

3 月に若干高い時があったわけで。（「議長、質問がちょっとあるので、いいです」と言う者

あり） 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 私が聞きたいのは、市民の安全のために、どういうふうな、それで、

熊本県が出てて雲仙市は安全なのですかという基準がどこにあるのですかというところで

す。 



○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 1 日の基準で、先程申しましたように、70ug を超えれば

体に影響があるという方針でございますので、長崎県のほうからです。その方針に基づいて、

それを超えてないという状態ですので、大きく影響しないというふうな考えになろうかと

思います。1 日の基準につきましては、35ug という定められた基準はございますが、体に

影響を及ぼすだろうという 1 日の平均基準は 70ug でございますので、それに基づいて、そ

れを超えれば当然長崎県も出すということになろうかと思います。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） よくわからんとですけども、もうこればっかりやっとったら時間が

ないものですから。だから、一番大事なことは、熊本県で出て長崎県で出てない、じゃあ長

崎県は大丈夫なのかということはどこで判断されるのか。何回もこういうやり取りですけ

ども、ちょっとすみません、時間がないので。 

 先程答弁のあった観測の方法とか情報伝達のほうは、長崎県に行って私も勉強してきた

のです。ＰＭ2.5 測定局は、県に設置した、今、市長がおっしゃった壱岐市、五島市、諫早

市、佐世保市が 2 カ所、長崎市に 1 カ所、大気測定局として小浜町にあるらしいのです。こ

れは、ＰＭ2.5 をはかれません。ここでＰＭ2.5 を測定し、島原半島に速報をお知らせする

ことはできないのですかということを考えていたのですが、長崎県が、今度は県議会で先手

を打って、6 月 1 日の新聞記事に、県の本年度一般会計補正予算にＰＭ2.5 を観測、県内 8

カ所を計上してあるという旨のことが載っていました。雲仙市の小浜町でＰＭ2.5 が観測で

きるのであれば、島原半島の方たちにリアルタイムで情報を伝えることは可能となります

か。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 今回県がされる事業の中で、議員の御紹介のとおり、11 カ

所（143 ページで訂正）と私は聞いておりますけど、新たに追加をされて、雲仙市の測定が

1 月から開始されるというふうにお聞きしております。その数値は、リアルタイムで見れま

す。1 時間単位で、県の環境生活課ですか、ホームページの中で見れますので、同様の数値

は雲仙市でも把握することができますから、周知については、例えば雲仙市のホームページ

に同じ数値が見れるように、今もそことリンクするようにしておりますけど、その数値を特

定して出すことは可能だと思っております。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） もっと正確に島原半島の方たちに連絡することはできるということ

ですね。わかりました。 

 今年度 5 月には、小中学校で運動会がたくさん行われました。私が記憶してるのは、その

時期、霧がかかったような風景が何日も続いた記憶があります。運動会または屋外での活動

は、子どもたちには影響がなかったのかということが私の疑問です。どのような時に屋外活

動が中止になるのか、これは教育長にお尋ねします。 



○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 今、学校からの報告では、ＰＭ2.5 に直接かかわるような、子ど

もたちが体に変調を来たしたという報告は受けておりません。 

 それと、今春の運動会が増えてきてるわけですけど、春の運動会の前後に大変高くなって

きておりましたので、私たちは今文書を出しているのですけど、その後も電話連絡等で、き

ちっと十分に注意しながら運動会を実施するようにということで、校長もそれをきちっと

肝に銘じて、注意深く子どもたちを観察しながら運動会を行った状態です。（「屋外活動」と

言う者あり） 

 屋外活動は、注意喚起が特に防災無線等で出された場合には、不要・不急の外出はできる

だけ控える。また、換気、窓をあけたりはできるだけしない。それとまた、呼吸器官に疾患

を持っている子どもたちは特に注意をするように、そういうのを十分学校のほうから担任

を通して子どもたちに日ごろから注意をしているところです。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） わかりましたけど、私が、今回ＰＭ2.5 で考えたのは学校、そして

また健康を害することがないのかなというところが一番です。 

 小浜町に今、市民生活部長の答弁で、1 月からとおっしゃいました。私の考え方は、天気

予報ではないのですけども、今市長がおっしゃった朝の 5 時から 7 時、それから速報で流

れると思うのですが、事前にあしたは数値が上がると予想されますので、外出にはマスクを

しましょうとか、外での活動は控えたほうがいいですよとか、そういう情報が早く欲しいと

いうことが可能にならないのかなということです。呼吸器官に疾患を持っておられる方、ま

た、学校関係者は特に心配をされているのではないのかなという思いがあります。そのこと

は、天気予報みたいにできないのでしょうか。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 現在の県の指針では先程申したとおりですが、暫定的とも

書かれてあります。ＰＭ2.5 というのが、最近になって小さい粒子まではかれるようになっ

たということで、過去のデータがないということで、被害、健康に及ぼす影響についてはこ

ういうものが想定されるというのを前提に作成されておりますので、そういう健康につい

ての予防的行動をという話でございますけど、そちらにつきましては県のほうへも話をし

てみますが、なかなか天気予報と一緒で、あしたのことを今日出せるかというのは、特に私

たち市単独でとなりますと難しいものがあるのではないのかなというふうに考えておりま

す。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 天気予報をしとっとやけん、わかるはずと思います。だから、とに

かく県に要望をしていただきたいと思っております。 

 次に、庁舎建設についてであります。 

 今回、総合支所について質問をいたします。 



 きのうも先輩議員の質問があってましたが、検討段階に入ってるような答弁でしたので、

自分なりに調査したことを提案しておきたいと考えます。 

 国見総合支所から南串山総合支所まで老朽化しているところがあり、総合支所の充実が

大事だと、私は今までの議会で質問をしてきました。 

 先日、新聞記事にて、公共施設建てかえ問題、店舗、オフィスなどの民間施設を一体的に

総合する複合施設を検討する方針という、これは新聞記事なのですが、国土交通省の記事を

見ました。そこで、私が考えたのが、愛野総合支所です。もちろん他の総合支所のこともあ

りますが、合併前から時間をかけて議論され、前市長の時に庁舎問題は現在の結果に至って

おると考えています。どう言ったって、愛野町は島原半島の入口です。愛野総合支所も老朽

化しており、愛野公民館も同じであると思います。であれば、支所と公民館、そしてバスタ

ーミナル、銀行などの複合施設を考えたらと思った次第です。 

 財源が厳しい自治体であります。国に支援をしてもらえるのであれば、活用すべきと考え

ます。昨日の先輩議員の質問と重なる部分もあると思いますが、先程述べた公共施設の複合

化には、国が支援することが可能ならば利用するべきではないでしょうか。 

 これは国土交通省の記事なのですが、国土交通省では地方公共団体の所有する庁舎、福祉

施設等の公的不動産の廃止、建てかえ等が進展する中で、これらの公的不動産を有効、適切

に活用したまちづくりが行われるよう、地方自治体向けのガイドラインを策定することに

したという記事があります。このことを雲仙市は、今私が言いましたそういう複合施設であ

れば国が支援をしますというようなことを発信しておりますので、このことに対してどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（井上武久君） 近藤政策企画課長。 

◎政策企画課長（近藤和彦君） 愛野総合支所、そして公民館の一体的な建てかえに関しま

して、それに複合施設をあわせ持たせた整備というような御質問でございます。 

 先程議員の御提案がございました国土交通省の公的不動産建てかえのプランのような作

成事業だとか、いろいろ国庫の補助金等を使ったような交付金等の事業みたいな御紹介も

いただきました。それで、私なりにも調べてみたところでございます。 

 まずは、今回の庁舎整備計画というようなものにつきましては、市民の皆様が集まりやす

い愛野町の場所というようなところも踏まえまして、総合支所と公民館の機能を有する施

設というようなところで考えているところではございますけれども、あわせ持ってまちづ

くりというような観点から、バスの 1 カ所への集合だとか、複合施設等につきましても、市

民の皆様のニーズ等とか、実際に入ってくる企業あたりの御要望等をお聞きしながら十分

検討は重ねたいというふうに考えているところではございます。 

 そこで、活用できるような国庫補助金等があれば、そこを含めて検討はしたいというふう

に考えているところではございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 長崎新幹線も、何年か後に諫早まで開通します。全国から観光客と



かビジネスマンたちが、たくさん来県されます。ここを逃すことはないと、私は考えます。

島原鉄道、県営バスが愛野町に入り込んでおりますが、ばらばらで拠点がありません。場所

は限定しませんが、愛野総合支所を核とするターミナルができて、そこを中心に島原半島に

出かけていく、総合支所を核とするターミナルができて、そういう島原半島に出かけていく

ことができる。または、公民館、市民が利用する施設が総合支所に併合する、そのことを国

が支援をしてくれるのであれば、利用しない手はないと私は考えております。国土交通省だ

けでなく、他の省庁の支援を見つけて利用するようなアンテナを張りめぐらせて、活用を探

ることをしていただきたい。 

 先程の提案の件は、本当にわかってるということもありましたが、先日、私も公明党の国

会議員と連絡をとりまして、他にいろいろなものがありました。後でまた御紹介させていた

だきたいと思うのですが、都市再生整備計画事業、旧まちづくり交付金とかコンパクトシテ

ィー形成支援事業とか、国がいろんな支援をするということであれば、ぜひ活用をしていた

だきたいと思っております。先程の考えていきたいという答弁でしたので。 

 先日、島原鉄道に、どのように考えますかと私は調査に伺いました。面談してくださった

方は、詳細は別としていい考えだと賛同していただきました。これは、市長が御存知だと思

うのですが、平成 21 年 9 月長崎県議会定例会の時に、今は定年されている我が党の小林県

議が質問をされております。どういうことかというと、そういう核として公共施設を利用す

るべきじゃないかということで、その時の金子前知事が、今後とも地元と連携して、公共交

通機関の移動の円滑化に積極的に取り組んでまいりたいとの答弁をもらっております。で

すので、県を含め民間との起業を検討していただいて、そういう核となる施設はどうですか

という私の提案ですが、どうでしょうか。 

○議長（井上武久君） 近藤政策企画課長。 

◎政策企画課長（近藤和彦君） 先程新幹線のお話もございました。平成 34 年に長崎新幹

線が開通するということで、まだ先かもしれませんけれども、ただ将来像を描く上におきま

しては、今のうちから計画を立てる必要があるかなというふうに、十分必要性、緊急性は認

識しているところでございます。 

 そこで、諫早市との結節点である愛野町をまちづくりとしてどうしていくかというよう

なところも重要な課題だというふうに考えているところでございまして、そこと庁舎整備

を一体化できるような計画を立てることができれば一番理想ではあるわけなのですけれど

も、そこをするにはちょっと時間がかかるかなというようなところもあろうかと思ってお

ります。 

 庁舎整備につきましては、もう今年度に計画を立てるということは、まず、公民館の敷地

内に公民館と庁舎を併設したようなコミュニティーセンターというようなもので、今は計

画を立てておりまして、あわせて、先程も御答弁しましたように、一体化するような複合施

設とのニーズ等もあわせて検討はしたいというふうに考えているところでございます。 

 庁舎整備だけを考えますと、補助金等はございませんで、合併特例債という形になろうか



とは思います。そこに、いろんなところの複合施設というようなものがあれば、先程議員の

御紹介がありました旧まちづくり交付金の社会資本の整備総合交付金等の活用ができるの

かなというようなところもあり得ますので、そこら辺は総合的に研究をさせていただけれ

ばというふうに考えているところでございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ぜひ検討をしていただきたい。ですから、こういう、国の予算とい

うか、補助金が使えるように、あれば使ったほうがいいのではないのかなという私の考えで

ございます。 

 次に、田代原キャンプ場についてお尋ねいたします。 

 産業建設常任委員会でも県へ要望されるようですが、今は、県の施設を雲仙市が指定管理

をされていることは承知しております。私が要望したいのは、もっと積極的にこの地域を活

用し、観光または地元の皆さんに活用してほしいとの考えであります。そのためにはきれい

に整備してもらわないといけないと考えます。 

 この地は、奥雲仙の名所として昔から知られている地域であります。子どものころ遠足で

上ったこと、子ども会でキャンプをしたことが思い出されます。 

 しかし、今はどうでしょうか。何組かは、夏になると体験学習などに訪れる団体もあるよ

うですが、イノシシなどの被害で荒れております。それに、ダニ問題もです。ボランティア

で近くの方たちに整備をしていただいてるようですが、奥雲仙としての名所が機能してな

いと私は思っています。この地で、地元また全国の子どもたちの体験学習ができ、夏の奥雲

仙が体験できるすばらしい場所だと考えます。 

 教育長、修学旅行地とか体験学習地とか、奥雲仙はどのように教育委員会として考えてお

られますか。お尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 奥雲仙は、私はこの前ちょっと高総体の登山がありましたので近

くまで行ってまいりました。最近、やっぱり自然の中で遊んだり、動植物に触れること、そ

ういう体験は子どもたちの成長の過程でありまして、生きる力の基本となっているのでは

ないかなと思っております。 

 しかしながら、最近の子どもたちの現状といたしましては、自然の中での体験活動が大変

少なくなってきてるんじゃないかなと思っております。 

 やはり、自然体験などのそういう体験活動の機会を豊かにすることは、これからの教育の

極めて重要な課題であると思っておりますので、せっかく雲仙市にはそういう奥雲仙とい

う自然に恵まれたところがあって、子どもたちが自然の中での体験をする機会が十分あり

ますので、先程言いましたような理由で、そういう場所を使って体験活動をすることは大変

重要なことだと捉えております。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 担当の観光物産まちづくり推進本部長は、どのようにお考えですか。 



○議長（井上武久君） 山本観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（山本松一君） まず、施設の利用状況についてでござい

ますけれども、田代原野営場につきましては、昭和 47 年に長崎県で整備をされております。

翌年、昭和 48 年度から旧千々石町が管理委託を受けておりまして、雲仙市に引き継いだ後、

平成 21 年度からは指定管理による維持管理を行っております。 

 トレイルセンター及びキャンプ場を合わせました利用者数につきましては、平成 22 年度

が 1,687 人、それから平成 23 年度が 3,697 人、平成 24 年度が 3,517 人となっております。

近年、キャンプ場のイノシシによる被害が増えておりまして、また、トレイルセンター内に

設置されております情報端末でございますけれども、これも数台が故障しております。利用

者が施設を快適に利用できるように、県に対してはイノシシ対策と情報端末の修理、それか

ら情報の最新化をあわせまして要望しているところでございます。 

 今後も、施設に関しましては、随時県と協議をしながら適正に管理をしていきたいという

ふうに考えております。 

 次に、観光・修学旅行誘致についてのお尋ねでございますけれども、雲仙市内の農業、漁

業、火山、郷土料理などといった体験プログラムにつきましては、島原半島全体で窓口を一

本化しております。これは、島原半島観光連盟のほうで一本化しております。 

 その体験プログラムの中には、島原半島全体で、全部で 34 項目の体験プログラムがござ

いますが、その中で田代原周辺につきましても 7 項目が入っております。例えば、田代原の

周辺で主に活動されております奥雲仙の自然を守る会の田舎まんじゅう作り体験、草木染

め体験、それから牛の餌やり体験などのプログラムも含まれており、既に修学旅行生の受け

入れも行われております。 

 奥雲仙のほうでは平成 22 年度に 202 人、それから平成 23 年度に 446 人、それから平成

24 年度に 294 人、3 年間のデータですけども、合計 942 人が体験プログラムで訪れており

ます。その中で、修学旅行につきましては 877 人が既にお見えになっているところでござ

います。 

 また、雲仙温泉、小浜温泉以外の観光スポットの活用につきましては、神代小路での緋寒

桜や、橘神社の桜、その他、地区の旬の物産も組み合わせながら、季節によるイベントを中

心に情報発信をしているところでございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） るる詳しい説明をいただきましたが、その方たち、利用者からの不

満があってるわけです。そういうことは、把握できてますか。そういういろんな方たちの不

満があって、田代原地区は、何年か前、雲仙市役所内の担当は管財課だったですよね。今度

は観光物産まちづくり推進本部に移りました。私が思っているのは、もうこの地域は荒れて

厄介者だと、そういういろんな方の意見がある。役所は、いや、それはちょっと県の施設な

のでとか、そこでいろんな形の不満があるわけです。だから、そういうところを観光物産ま

ちづくり推進課として今からどのようにやっていこうという、今、るるいろんなのがありま



したけど、どのように活用していこうと思ってるのですかということだったのです。 

○議長（井上武久君） 山本観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（山本松一君） 管財課のほうから観光物産まちづくり推

進課に移った理由でございますけれども、管財課のほうで市有財産の整理を行うというこ

とで、この地区につきましては観光的要素が多いということから、観光物産まちづくり推進

課で管理をするように協議を行って、平成 24 年度に所管替えを行ったところでございます。 

 それから、これからの事業促進でございますけれども、近隣の体験プログラム等を昼間に

行って、夜はキャンプ場に宿泊するようなプランを、関係団体と協議を図りながら構築をし

ていき、ホームページ、広報紙で情報発信を行い、利用促進につなげていきたいというふう

に考えております。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） このことも、私も県の担当課に聞きに行きました。その時に出たこ

とは、南島原市に論所原というキャンプ場があるわけです。ここは、指定管理をされている

でしょうけども、工夫をして相当利益も上がってるみたいです。だから、厄介者じゃなくて、

どうすれば本当に市民の皆様、そして県内、全国の皆さんに活用していただけるかというこ

とを観光物産まちづくり推進課として考えてほしいと私は思ってこの質問をさせていただ

きましたので、その場合にはよろしくお願いいたします。 

 次に、職員配置について尋ねます。 

 もとより人事のことには口を出すことができないことは重々承知しております。しかし、

感じていることを述べ、市としての考えを伺います。 

 人事異動の方針として、どのようなことを重視して異動をされているのか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） 私のほうから人事異動の方針について、答弁をさせていただきま

す。 

 議員御承知のように、雲仙市におきましても人事異動を年 1 回実施しておりますけれど

も、まず、人事異動の目的につきましては、一般的に新しい分野での経験を通した事務処理

能力の向上、あるいはまた労働意欲の向上、労働力の効率的活用、それから人心の刷新、後

継者の育成、こういったものが目的であると言われております。 

 そのようなことを踏まえまして、雲仙市といたしましても、今、限られた人数、職員を適

正に配置すべく人事異動を行っておるわけでございますけれども、まず第 1 に職員の適性、

それから職務の内容と職員の事務能力、そういったものを中心にして適正な人事配置に努

めているところでございます。 

 特に私が注意をいたしておりますのは、まず、職員を 3 つの区分に分けております。ま

ず、若手の職員と申しましょうか、若い職員につきましては、多くの事務を経験していただ

くために、比較的短い期間での人事異動、こういったものを基本的には行っております。 



 そしてまた、今度は中堅職員でございますけれども、中堅職員につきましては、特に専門

的な知識を習得してもらう、職場のリーダー的な存在ともなりますので、ある程度期間は長

くなるのではないか、3 年から 5 年程度を目安に、基本的には中堅の職員について行ってお

ります。 

 そして、3 つ目に幹部職員、管理職になりますけれども、幹部職員というのは、ある程度

と申しますか、十分に調整能力、あるいはまた職員へのリーダーシップも必要になってまい

りますので、そういったことを重視した人員配置を行っております。 

 そういうようなものを基本に、毎年 1 回の定期異動を実施しているところでございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 今、副市長から若手は短い人事でと説明がありました。幹部と称さ

れる方たちのことをちょっとお尋ねします。 

 市の仕事をされる上で、市民の皆様の側に立った仕事をされていると思っておりますが、

課長クラス、これは幹部職員でしょう。1 年で部署をかわっておられるのではないかと感じ

ております。市民と接しない部署ならまだしも、経験を有する部署はやっと市民の要望を理

解し対処できるようになった途端、部署異動になります。これほど無駄な配置がえはないと

考えます。市民の側に立ったこととは考えられませんと私は考えております。いかがか、お

尋ねします。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） 私も、職員は退職いたしましたけれども、職員は、採用されます

と市長の前で宣誓をいたします。これには、私としては全体の奉仕者として職務遂行するこ

とを誓いますということで、これは公務員としての当然の誓約でございますけれども、全体

の奉仕者といいますのは、私は雲仙市の職員ですから、雲仙市の市民の皆様の奉仕者として

やりますということでございます。 

 そして、幹部職員については、若い時代、中堅の時代を過ごして実績を積んでいる職員が、

当然幹部職員、管理職として対応しておるというふうに私は理解しております。 

 ですから、十分市民の皆さんとの連携、そういったものが、例えば若い職員と同じように

何カ月もかかる、1 カ月もかかる、3 カ月もかかるということは、私は想定をいたしており

ません。 

 ですから、年配の職員、特に管理職の職員につきましては、人事異動がありましても早い

期間に職務の内容をマスターして、職務には精励できるのではないか、このように考えてお

りますし、そのような指導を行っているつもりでございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 今、そうおっしゃいましたけども、かわってる部署があるわけです。

もうかわってる部署は、私は議員にならせてもらって 3 年半になりますが、毎年かわって

おられます。そこで、いろんな不平不満、私はここでどこって言いませんけど、そういうこ

とがあってるから私は言っているのです。 



 副市長は今、それに対応しているような指導をしているということをおっしゃいました

けども、現実にそれがあっているわけです。そのことをどう考えられますか。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） 今平野議員がおっしゃったように、人事異動の中で、例えば一つ

の部署において、1 年で交代したという部署は把握いたしております。一つは、期間が短い

ということで十分な対応ができないというのが理由にありますし、やはり管理職として勤

める職員につきましては、そういった能力も備わって管理職になっておりますので、私とし

ては直ちに十分な対応ができるように、職員にもまた改めて考え方を周知したいと思いま

す。 

 また、今平野議員がおっしゃったように、1 年でかわることで職務に遅れを来たしている

ということは、私も十分に把握しておりますけれども、このことについてはやはり、先程人

事異動についての基本方針を申しましたように、ある程度、2 年、3 年落ちついたほうが職

員も実力を発揮できるというのは理解しておりますので、その辺は私も十分な判断をいた

しまして、短い期間にころころかわるというふうなことはないようにということは、私も十

分に考えていきたいと考えております。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 短い期間でかわる方もいらっしゃるし、もう 5 年も 6 年もいらっし

ゃるところもあると私は感じております。ぜひそこら辺をお願いいたしたいと思います。 

 私が経験したことがあります。今年の 4 月、人事異動で、半年前の懸案事項の処理の件で

憤慨しました。昨年の 10 月ぐらいに総合支所にお願いし、前向きに対処できるとの返答を

もらいました。そのことを市民に返事をしました。その後、変化が見られない。年が明け、

また状況を確認したら、もっとよい方法で進んでいるから、もうしばらくお待ちくださいと、

これも市民に返答しました。今度は、今年度完成するからとの返事でした。3 月に入り、現

場を見ても進んでいないと苦情が来ました。今度も、またすぐ行きました。来年度の予算で

対処する。頭にかちんと来ましたけども、気を鎮めこれも市民に説明しました。その後、人

事異動で、担当者が他の部署へ移り、慌てて異動した方に確認しました。するとどうでしょ

う、どういう返事でしょう。総務部長、想像できますか。「それは無理でしょう、聞いてお

りません」との返事でした。私は、3 回も市民に状況説明の返事をし、そして、私が市民に

うその返事をしたことになる。市長、このことをどう思われますか。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） すみません、今、市長ということで答弁を求められましたが、私

のほうで先に答弁させていただいて、後、市長のほうで。 

○議長（井上武久君） いいから、私が指名しているから、もう言いわけせんでさっさと答

弁しなさい。 

◎副市長（境川秀生君） ただ今の職員の対応については、大変御迷惑をかけたということ

をお詫び申し上げたいというふうに思います。 



 これにつきましても、私といたしましては、先程宣誓書のお話をさせていただきましたけ

れども、やはり基本的に職員が市民の皆様に対して対応するという心が欠けていたのでは

ないかというふうに思いますので、それは改めて指導してまいりたいというふうに考えま

すし、それが人事異動によって起こったということも想定されますので、その辺も十分指導

してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（井上武久君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） 先程議員がおっしゃられたことは、私も報告は受けております。

市長として、それはもうお詫びを申し上げねばならんというふうに思います。 

 引き継ぎと人事異動と両方面から考えていく必要があるのだろうと思います。 

 引き継ぎに関しましては、昨日も議論にありました。嘱託職員、正規の職員、それから、

それのみならず、いわゆる委託事業に関する引き継ぎもある一定期間を設けて、これは制度

上改善できるところがないのかということを検討してまいりたいというふうに思っていま

す。 

 人事異動に関しましては、申しわけないが、私が就任して 5 カ月弱で、職員の資質等々に

ついて、やはりまだ掌握し切れておりません。ですから、いましばらくお時間を頂戴いたし

たいというふうに思っております。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 市長、副市長おっしゃいましたけども、異動したことで市民の皆さ

んに迷惑がかかることのないように指導をしていただきたい。市民の皆様のための行政だ

と、だから皆さん、職員もそういうことで考えていただきたいと思っております。時間がな

いので、もう移ります。 

 最後に、空き家対策について質問します。 

 雲仙市には、都会に出ておられる方がＵターンして帰ってきたい、住むところを探したい、

そのような方が雲仙市に登録をする、また、住む人がいなくて誰か住んでほしい、そのよう

な方が雲仙市に登録をする、雲仙市空き家等情報登録制度要綱が雲仙市にはあるようです

が、どれぐらいの登録者があるのか、実績がどれぐらいあるのかお尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 近藤政策企画課長。 

◎政策企画課長（近藤和彦君） 空き家の制度の要綱に対する対策の件でございます。 

 雲仙市におきましては、昨年、平成 24 年に自治会を通じまして空き家の調査を実施しま

して、その結果をもとに現地調査を行いまして、139 件の空き家を把握しております。 

 その中で、所有者の方等確認をしまして、家主の方と交渉を行っておりますが、実績とし

ては現在登録の状況はないと、実績はゼロだということでございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） このことは、次の 5 番の浦川議員が同じような定住促進を質問され

ますので任せます。 

 あまり市民の皆さんは、この制度のこと、要綱のことを御存知ありません。雲仙市の人口



を増やす対策の一つと考えるべきで、要綱を作っただけではなく、積極的にアピールをして

ほしいと考えて要望しておきます。 

 関連して、空き家の管理に対する質問です。 

 雲仙市内には、壊れかかった家屋をちょくちょく見かけますが、御近所に迷惑はかかって

いないのかなと心配になります。聞くと苦情を申される方もおられ、しかし、人様の持ち物

に勝手に立ち入ったり、どうこうすることはできないのが現状だと考えます。 

 そこで、調査をしましたら、南島原市、長崎市において、今年の 3 月議会に空き家等の適

正管理に関する条例として可決され、今年 7 月から施行されることになっているようであ

ります。 

 雲仙市も人口が減っていく、住んでいない家も増えるのではないかと懸念します。雲仙市

もこのような条例を策定すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 空き家対策についての御紹介と御質問でございます。 

 議員から御紹介を受けまして、長崎市の条例と南島原市が今回制定したというものを勉

強させていただきました。 

 全国でも、空き家につきましては年々増加する傾向にあり、議員の御紹介どおりでありま

すが、やはりその中でも、私たちの立場からすれば、危険家屋等につきましては、防犯、防

災、衛生、それから景観など、多岐にわたり問題が発生してきているのではないかと考えて

おります。 

 また、対策の実施について早急にということでございます。実施につきましては、所有者

それから地域の関係者等と調整を必要といたしますが、やはり持ち物の所有権の問題です。

相続の問題などを含めた所有権につきまして問題も生じております。 

 このようなことを踏まえ、雲仙市でも慎重にかつ実効性のある対策を講じることが重要

ではないかというふうに考えております。 

 今後は、関係機関と連携を図りながら、空き家等の適正な管理に関する条例の制定も視野

に入れながら協議してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 条例は作っていただけるのですね。端的にお願いします。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 御紹介のあった長崎市と南島原市の中で大きく違うのが、

強制執行権の問題がございます。そこら辺が一番問題になってくるものですから、しばらく

検討させていただければと思っております。 

○議長（井上武久君） 4 番、平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） しばらくとは、いつまでですか。 

○議長（井上武久君） 広瀬市民生活部長。 

◎市民生活部長（広瀬章文君） 条例の制定を目指して頑張ってまいりたいと思います。期



間を今ここでいつまでというのは、申し述べることができませんので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（井上武久君） これで、4 番、平野議員の一般質問を終わります。 


